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(57)【要約】
【課題】　超音波画像に基づいて計測された計測値に基
づいて、異なる診断時点の間の期間における成長速度を
算出して測定対象の成長状態を把握することで、特に、
胎児発育診断において胎児個々の発育評価を容易にする
超音波診断装置、および、超音波診断装置における計測
値表示方法を提供すること。
【解決手段】　超音波画像を取得する超音波画像取得部
と、操作部と、モニタ部と、前記モニタ部に表示された
前記超音波画像上の、操作者が前記操作部により指定し
た測定点の位置に基づいて測定対象の大きさを計測値と
して計測する計測部と、前記計測値を記録する計測値保
持部と、異なる２つの診断時点での前記計測値から、前
記２つの診断時点間の前記測定対象の成長速度を算出す
る速度算出部と、前記成長速度を前記モニタ部に表示す
る表示処理部とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波画像を取得する超音波画像取得部と、
　操作部と、モニタ部と、
　前記モニタ部に表示された前記超音波画像上の、操作者が前記操作部により指定した測
定点の位置に基づいて測定対象の大きさを計測値として計測する計測部と、
　前記計測値を記憶保持する計測値保持部と、
　異なる２つの診断時点での前記計測値から、前記２つの診断時点間の前記測定対象の成
長速度を算出する速度算出部と、
 前記成長速度を前記モニタ部に表示する表示処理部とを有することを特徴とする超音波
診断装置。
【請求項２】
　前記測定対象の計測値についての統計的平均値を記憶する統計値保持部をさらに有し、
　前記２つの診断時点での前記統計的平均値から、前記速度算出部が前記測定対象の成長
速度標準値を算出し、
　前記表示処理部が、前記成長速度と前記成長速度標準値とを同時に前記モニタ部に表示
する請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記表示処理部が、前記成長速度と前記成長速度標準値とをグラフ化して前記モニタ部
に表示する請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記表示処理部が、前記成長速度と前記成長速度標準値のグラフに加え、前記計測値お
よび前記統計的平均値とをグラフ化して前記モニタ部に表示する請求項３に記載の超音波
診断装置。
【請求項５】
　前記操作部により操作者が指定した２つの診断時点の前記計測値に基づいて、前記速度
算出部が前記成長速度を算出する請求項１～４のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記操作部への操作者の前記計測値もしくは前記診断時点を示す指標の入力により、前
記２つの診断時点が決定される請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記モニタ部に表示された前記計測値もしくは前記診断時点を示す指標を、前記操作部
から操作者が指定することにより、前記２つの診断時点が決定される請求項５に記載の超
音波診断装置。
【請求項８】
　前記成長速度について、前記成長速度標準値に対する偏差を算出する偏差算出部をさら
に有し、
　前記表示処理部が前記偏差を前記モニタ部に表示する請求項２～７のいずれか１項に記
載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記超音波画像から操作者が前記操作部により指定した、複数の前記測定対象それぞれ
に対して計測された前記計測値に基づいて、前記速度算出部が前記成長速度を算出し、
　前記偏差算出部が、前記複数の前記測定対象それぞれについての、前記成長速度の前記
偏差を算出し、
　前記表示処理部が、前記複数の前記測定対象についての前記偏差を１つのグラフとして
前記モニタ部に表示する請求項８に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　モニタ部と、計測値保持部と、速度算出部とを備えた超音波診断装置における超音波計
測値表示方法であって、
　測定対象の超音波画像を前記モニタ部に表示し、
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　操作者に前記超音波画像上で２つの異なる測定点を指定させ、指定された前記測定点の
位置に基づいて前記測定対象の大きさを計測値として計測して前記計測値保持部に記憶し
、
　操作者に前記計測値の計測時点または計測値自体を指定させ、指定された前記計測時点
または前記計測値自体から前記速度算出部で前記測定対象の前記計測値の変化速度を算出
し、
　前記変化速度を前記モニタ部に表示することを特徴とする超音波計測値表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、胎児の発育診断などに用いられる超音波診断装置と、超音波診断装置で計測
した計測値の表示方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　産婦人科では超音波診断装置を用いて妊婦の定期的な検診を行い、胎児の発育状態の診
断や、先天性異常に関する胎児出生前診断を行っている。このため、超音波診断装置は、
通常、胎児の発育を診断する機能を有している。この超音波診断装置を用いた胎児の診断
は、超音波診断装置により取得した胎児の超音波画像を用いて、胎児の成長度合いの判断
指標である、代表部位と呼ばれる複数の測定対象部位の中から、所望の部位の長さ、大き
さを計測して発育の状態を診断するものである。
【０００３】
　ここで、従来の超音波診断装置における胎児発育診断を行う場合に、超音波診断装置の
モニタ部に表示される診断結果の表示例として、測定対象部位として頭部大横径（ＢＰＤ
）を計測した場合の例を図７として示す。図７に示すように、従来の超音波診断装置では
、測定対象である頭部大横径（ＢＰＤ）についての妊娠週数に対する統計的平均値を示し
た標準成長曲線５１と、これに対する一定の偏差から求められた、正常な成長と把握でき
る＋側の範囲を示す＋１．５ＳＤ曲線５２と、同じく－側の範囲を示す－１．５ＳＤ曲線
５３とが画像として表示される。そして、標準成長曲線５１と、±１．５ＳＤ曲線５２，
５３として示される成長曲線とともに、診断対象の胎児の超音波画像から得られた計測値
を、妊娠週数に対応させて「×」でプロット表示する。
【０００４】
　このように計測結果を表示することで、診断時点での胎児の状態が、統計的平均値と比
べて大きいのか小さいのか、また、計測結果として得られた計測値が、統計的に見て標準
の範囲として判断できるレベル内に収まっているか否かを一目で理解することができる。
【０００５】
　また、診断対象である胎児の、複数の代表部位について超音波画像に基づく計測を行い
、その計測結果である計測値と、それぞれの計測値についての統計的平均値との偏差をも
とめ、図８に示すように、計測した複数の測定部位についての偏差を、同時に、かつ、共
通したスケールで一括して表して、診断対象である胎児の成長度合いを総合的に把握する
ことができる技術も提案されている（特許文献１）。
【特許文献１】特開平５－２３７１００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記従来の超音波診断装置の構成は、代表部位から選ばれた測定部位の計測結果である
計測値や、計測値から算出された胎児の推定体重などの数値を、それぞれの数値における
統計的平均値と比較して判断できるように表示するものであった。このため、胎児の成長
度合いについて、統計値平均に対しての相対的な判断を行うことしかできず、個々の胎児
の成長度合いを判断する指針が示されたものとは言い難かった。
【０００７】
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　また、胎児の急な成長や成長の停滞などが分かりにくく、発育過程の変化を評価しにく
かった。さらに、それぞれの測定部位の計測値について、妊娠週数を基準として統計的平
均値との比較を行うものであるため、診断対象の胎児の発育が、妊娠のある段階で統計的
平均値から大きく外れた場合には、以後の成長度合いの判断が難しいという問題があった
。
【０００８】
　本発明は、上記、従来の課題を解決するもので、超音波画像に基づいて計測された計測
値に基づいて、異なる診断時点の間の期間における成長速度を算出して測定対象の成長状
態を把握することで、特に、胎児発育診断において胎児個々の発育評価を容易にする超音
波診断装置、および、超音波診断装置における計測値表示方法を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために本発明の超音波診断装置は、超音波画像を取得する超音波画
像取得部と、操作部と、モニタ部と、前記モニタ部に表示された前記超音波画像上の、操
作者が前記操作部により指定した測定点の位置に基づいて測定対象の大きさを計測値とし
て計測する計測部と、前記計測値を記憶保持する計測値保持部と、異なる２つの診断時点
での前記計測値から、前記２つの診断時点間の前記測定対象の成長速度を算出する速度算
出部と、前記成長速度を前記モニタ部に表示する表示処理部とを有することを特徴とする
。
【００１０】
　本構成によって、測定対象の計測値の変化を、成長速度として把握することが可能とな
り、測定対象の成長の経時的な変化を容易に理解することができる。
【００１１】
　また、本発明の超音波診断装置は、前述の構成において、前記測定対象の計測値につい
ての統計的平均値を記憶する統計値保持部をさらに有し、前記２つの診断時点での前記統
計的平均値から、前記速度算出部が前記測定対象の成長速度標準値を算出し、前記表示処
理部が、前記成長速度と前記成長速度標準値とを同時に前記モニタ部に表示する構成とす
ることが好ましい。
【００１２】
　本構成とすることで、測定対象の計測値の経時的変化である成長速度について、成長速
度の早さの判断基準となる成長速度標準値との比較において把握することができるので、
測定対象の成長の様子をより容易に理解することができる。
【００１３】
　さらに、本発明の超音波診断装置は、前述の構成において、前記表示処理部が、前記成
長速度と前記成長速度標準値とをグラフ化して前記モニタ部に表示する構成であることが
好ましい。さらにまた、前記表示処理部が、前記成長速度と前記成長速度標準値のグラフ
に加え、前記計測値および前記統計的平均値とをグラフ化して前記モニタ部に表示する構
成であることが好ましい。
【００１４】
　この構成により、測定対象の計測値の経時的変化や計測値の大きさ自体と、それぞれの
統計的平均値との関係を視覚的に、迅速かつ容易に把握することができる。
【００１５】
　さらに、本発明の超音波診断装置は、前述の構成において、前記操作部により操作者が
指定した２つの診断時点の前記計測値に基づいて、前記速度算出部が前記成長速度を算出
する構成としている。
【００１６】
　この構成により、操作者が求めたい期間での測定対象の成長速度を、任意に選択して把
握することができる。
【００１７】



(5) JP 2009-148498 A 2009.7.9

10

20

30

40

50

　そして、本発明の超音波診断装置は、前述の構成において、前記操作部への操作者の前
記計測値もしくは前記診断時点を示す指標の入力により、前記２つの診断時点が決定され
る構成、または、前記モニタ部に表示された前記計測値もしくは前記診断時点を示す指標
を、前記操作部から操作者が指定することにより、前記２つの診断時点が決定される構成
としている。
【００１８】
　この構成により、操作者は、成長速度を算出したい期間を、把握しやすい方法によって
把握して、選択することができる。
【００１９】
　さらに、本発明の超音波診断装置は、前述の構成において、前記成長速度について、前
記成長速度標準値に対する偏差を算出する偏差算出部をさらに有し、前記表示処理部が前
記偏差を前記モニタ部に表示する構成としている。
【００２０】
　この構成により、成長速度についての統計的な標準値との関係が、成長速度の変化度合
いにかかわらず客観的なデータとして把握することができ、測定対象のデータ数が多い場
合でも、容易に成長速度標準値と比較した成長度合いの判断ができる。
【００２１】
　さらに、本発明の超音波診断装置は、前述の構成において、前記超音波画像から操作者
が前記操作部により指定した、複数の前記測定対象それぞれに対して計測された前記計測
値に基づいて、前記速度算出部が前記成長速度を算出し、前記偏差算出部が、前記複数の
前記測定対象それぞれについての前記成長速度の前記偏差を算出し、前記表示処理部が、
前記複数の前記測定対象についての前記偏差を１つのグラフとして前記モニタ部に表示す
る構成としている。
【００２２】
　この構成により、測定対象の、さまざまな指標についての成長速度の度合いを、一目で
把握することができる。
【００２３】
　そして、本発明の超音波計測値表示方法は、モニタ部と、計測値保持部と、速度算出部
とを備えた超音波診断装置における超音波計測値表示方法であって、測定対象の超音波画
像を前記モニタ部に表示し、操作者に前記超音波画像上で２つの異なる測定点を指定させ
、指定された前記測定点の位置に基づいて前記測定対象の大きさを計測値として計測して
前記計測値保持部に記憶し、操作者に前記計測値の計測時点または計測値自体を指定させ
、指定された前記計測時点または前記計測値自体から前記速度算出部で前記測定対象の前
記計測値の変化速度を算出し、前記変化速度を前記モニタ部に表示することを特徴とする
。
【００２４】
　この構成により、測定対象の、任意の２つの計測時点間における計測値の変化速度を算
出でき、測定対象の変化の理解が容易な計測値の表示方法が得られる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の超音波診断装置によれば、測定対象の成長速度を把握することができるので、
より正確、かつ、容易に測定対象の大きさの変化度合いを把握することができる。また、
本発明にかかる超音波計測値表示方法によれば、操作者が選んだ任意の計測時点の間にお
ける測定対象の変化速度を、わかりやすく表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００２７】
　（実施の形態１）
　本発明にかかる超音波診断装置の一実施形態について、以下に説明する。
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【００２８】
　本実施形態にかかる超音波診断装置は、取得した超音波画像から胎児の発育度合いを、
所定の代表部位の計測結果に基づいて診断する機能を有する。
【００２９】
　図１は、本実施形態の超音波診断装置の機能的構成を示すブロック図である。図１に示
すように、本実施形態にかかる超音波診断装置１００は、超音波画像取得部１、操作部２
，制御部３，データ処理部４，統計値保持部５，計測値保持部６，表示処理部７，モニタ
部８を備えている。ここで、超音波画像取得部１は、探触子９，送受信回路部１０を有し
、また、データ処理部４は、計測部１１、速度算出部１２，偏差算出部１３を有している
。なお、図１では、計測部１１、速度算出部１２、偏差算出部１３を、それぞれ独立した
機能ブロックとして記載した。しかし、これらのブロックは、データ処理部４のＣＰＵが
、制御部３からの制御信号に基づいて所定のプログラム（オペレーティングシステムおよ
びアプリケーションプログラム）にしたがって動作することによって機能的に実現される
ものであってよい。
【００３０】
　探触子９は、生体に対して超音波の送受信を行う部分であり、先端に圧電振動子を備え
、送受信回路部１０からの電圧信号を超音波へ変換し生体内へ送信信号として送信する。
送信された超音波は生体内で、音響インピーダンスの異なる界面で一部が反射する。この
反射が受診信号として探触子９で検出され、電圧信号として送受信回路部１０へ送られる
。このようにして得られた電圧信号から、診断対象である胎児の超音波診断画像が取得さ
れる。
【００３１】
　操作部２は、超音波診断装置１００と操作者とのインターフェイス部であり、キーボー
ドなどを備えて操作者が必要なデータを直接入力したり、また、タッチペンやマウスなど
を備えて、モニタ部８に表示された表示画像の部分を操作者が指定することにより、その
位置をデータとして認識することができるようになっている。
【００３２】
　制御部３は、超音波診断装置１００全体の制御、コントロールを行う部分であり、超音
波診断画像の取得、モニタ部８に表示された超音波診断画像からの計測値の取得、計測値
からの成長速度の算出や偏差の算出などを、操作部２からの入力情報などに基づいてデー
タ処理部４に実行させる。
【００３３】
　データ処理部４は、上記したようにＣＰＵを備えた演算回路であり、制御部３から入力
される指示信号にしたがって、超音波画像取得部１の送受信回路部１０から出力された信
号からモニタ部８で表示すべき超音波画像を作成する。また、本実施形態の超音波診断装
置にかかるデータ処理部４は、測定対象の大きさを計測する計測部１１や、異なる診断時
点間における測定対象の成長速度を算出する成長速度算出部１２、得られた成長速度の統
計的平均値に対する偏差を求める偏差算出部１３を機能的構成として有している。
【００３４】
　統計値保持部５は、超音波診断装置で計測される計測値についての統計的平均値データ
を保存（記憶）している。例えば、胎児の成長診断の場合であれば、胎児の成長を把握す
るための代表部位である、胎児の頭臀長（ＣＲＬ）、頭部大横径（ＢＰＤ）、大腿骨長（
ＦＬ）などについて、それぞれの数値の、所定の妊娠週数における統計的平均値がデータ
として保存されている。そして、これらの統計的平均値データは、必要に応じてデータ処
理部４に呼び出され、同じ妊娠週数における計測値との比較に用いられたり、同じ診断期
間間隔における成長速度標準値の算出に用いられたり、また、後述する成長曲線を描く場
合のデータとして用いられたりする。
【００３５】
　計測値保持部６は、患者ごとの個人データや、過去の診断時点において超音波画像から
計測された測定対象の計測値データを記録している。本実施形態の場合、具体的には、患
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者個人データとして、患者の氏名、年齢、最終月経日（以下、ＬＭＰ）、妊娠周数、出産
予定日、などが記録される。また、過去の検診について、検診日と、その検診日に診断さ
れた胎児の代表部位の計測結果が記録され、例えば胎児の頭臀長（ＣＲＬ）、頭部大横径
（ＢＰＤ）、大腿骨長（ＦＬ）、推定体重などの計測値が診断時のデータと共に記録され
ている。これらのデータも、データ処理部４で、診断結果のデータ処理を行う際に適宜読
み出される。
【００３６】
　表示処理部７では、超音波画像取得部１で取得されデータ処理部４でデータ処理された
超音波画像を、所定のグラフィック画像と合成したり、データ処理部４で算出された成長
速度と計測値を同時に表示したり、これをグラフとして表示したり、実際にモニタ部８で
表示される表示画像の生成を行う。
【００３７】
　モニタ部８は、ＣＲＴやＬＣＤなどの画像表示デバイスを有していて、表示処理部７で
生成された表示画像を表示する。
【００３８】
　ここで、図２および図３を参照し、本実施形態にかかる超音波診断装置において、胎児
の発育状態の診断を行う際に、図１に示した各ブロックでどのような処理がなされるかに
ついて説明する。なお、図２は、本実施形態にかかる超音波診断装置における、診断結果
の表示の手順を示すフローチャートである。また、図３は、本実施形態にかかる超音波診
断装置での、診断結果の表示画像の例を示す図である。
【００３９】
　胎児の超音波診断に先だって、まず操作者が診断を行う患者の個人データを入力する。
患者が初診でなければ、患者のデータは以前の診断時に既に入力されているため、計測値
保持部６に記録されているデータを呼び出す。
【００４０】
　次に、超音波画像を取得するために、超音波画像取得部１の探触子９を患者にあてて、
超音波信号の送受信を行う。電圧信号として送受信回路部１０で得られた超音波測定デー
タは、データ処理部４に送られて画像データに変換される。得られた超音波画像は、表示
処理部７においてグラフィック画像と合成されてモニタ部８に表示される。
【００４１】
　測定対象の超音波画像が取得でき、これがモニタ部８に表示された後に、操作者が、操
作部２によって測定対象の大きさを計測する部位計測モードにする。
【００４２】
　次に、図２に示すフローチャートの最初のステップである、計測（Ｓ１０１）を行う。
なお、以下、本明細書において図２および図５に示す、操作手順を示すフローチャートに
基づいて説明する場合には、そのステップを（Ｓ＊＊＊）と表示することとする（「＊」
は数字を表す）。
【００４３】
　この計測のステップは、モニタ部８に表示された超音波画像上から、測定対象の大きさ
を計測値として取得する操作である。具体的には、まず、操作者が超音波画像上で測定対
象の大きさを計測する部分の、起点と終点に相当する測定点を指定する。この測定点の指
定は、操作者がタッチペンなどによって超音波画面上で直接指し示すか、もしくは超音波
画像上に重ねて表示されているポインタの位置を、マウスなどによって移動させることで
行う。データ処理部４の測定部１１では、操作者が指定した超音波画像上の測定点の位置
を座標として入手し、２つの測定点の間の距離を算出し、超音波画像の倍率（縮尺）を考
慮して、診断対象の胎児における計測部位の大きさとして計測値を計測する。
【００４４】
　このとき、胎児の成長を示す代表部位の内のどの部位の計測であったかを、操作者が操
作部２から入力する。そして、計測された計測値は、診断時を示す日付や診断時間のデー
タと共に計測値保持部６に記録される。



(8) JP 2009-148498 A 2009.7.9

10

20

30

40

50

【００４５】
　次に、計測した計測値に関して、成長曲線と計測値の表示（Ｓ１０２）を行う。
【００４６】
　成長曲線とは、図３に頭部大横径（ＢＰＤ）の場合を例示するように、横軸に妊娠週数
、縦軸に計測値をとったグラフ上に、それぞれの妊娠週数における胎児の、各測定部位の
計測値の統計的平均値を曲線２１として示し、標準的範囲を示すために、平均値を中心と
して＋１．５ＳＤを示す曲線２２と、－１．５ＳＤを示す曲線２３とを同時に表示するも
のである。そして、この成長曲線上に診断結果から得られた計測値をプロットしていくこ
とで、計測値が成長曲線の範囲内に入っている場合には、測定された胎児の成長度合いが
標準的なものであると判断されるなど、胎児の発育診断の指標となるものである。図３で
は、計測結果のプロットを「×」で示し、妊娠週数２０週での計測値結果２５と，２５週
での計測結果２６と，３０週での計測結果２７とが表示された状態を示している。
【００４７】
　本実施形態にかかる超音波診断装置では、成長曲線と計測値の表示ステップ（Ｓ１０２
）で、統計値保持部５から測定対象である部位の計測値の標準的データとして、所定の妊
娠週数における統計的平均値や、その±１．５ＳＤの値が呼び出され、成長曲線が描かれ
る。また、診断対象となっている胎児について、前回の診断時における計測値と、前々回
の診断時における計測値、すなわち直近二回分の計測値が計測値保持部６から呼び出され
、成長曲線２１上にプロットされる。
【００４８】
　なお、このとき、操作部２からの操作者の指示に応じて、表示処理部７における表示画
像データの処理を制御して、モニタ部８で表示される表示画像の表示方法を選択可能とす
ることで、表示された測定データを、より一層感覚的に把握しやすいものとすることがで
きる。例えば、過去からの複数の計測値がプロットされる場合に、最新の計測値をハイラ
イト表示したり表示色を変えたり、点滅させるなどして、他のデータと区別して表示でき
るようにすると、最新の状態がわかりやすい。また、成長曲線が表示されているグラフ上
にプロットされたデータの数が多い場合には、比較したいデータが分かりにくくなってし
まうので、知りたい計測値のみ指定して、そのデータのみを表示させたり、指定されたデ
ータのみハイライト表示したり、または表示色を変えて表示したり、点滅させることがで
きるようにすれば、データ同士の比較を容易に行うことができる。また、グラフ上に表示
されたプロット点をタッチペンなどで指し示したときに、そのプロット点の計測値をプロ
ット点近傍に数値表示させることにより、正確な測定データを瞬時に把握することができ
るようにすることなどが考えられる。
【００４９】
　なお、図２のフローチャートで示した、測定対象の計測（Ｓ１０１）と、成長曲線と計
測値の表示（Ｓ１０２）との２つのステップは、このフローチャートの順番が厳密に保た
れる必要性はなく、例えば、成長曲線がモニタ８に表示された状態で、測定対象を計測す
ることも可能である。この場合、計測された計測値が直ちにグラフ上に反映される。
【００５０】
　次に、成長速度算出の要否（Ｓ１０３）を判断する。本実施形態にかかる超音波診断装
置では、測定対象の大きさの計測値から、その成長速度を算出することを特徴とするもの
であるが、例えば初診時など、成長速度を算出することができるだけのデータを有してい
ない場合や、操作者が成長曲線上に表された計測値のプロットのみから胎児の成長につい
ての診断が可能であり、成長速度を実際に算出して画像表示などをするまでもないと判断
した場合などは、成長速度の算出を省略して診断時間を短縮することを優先する場合もあ
り得るからである。
【００５１】
　ここで、成長速度とは、単位期間あたりに測定対象がどれだけ成長したのかを示すもの
であり、異なる２つの診断時に得られた計測値の差を、その診断間隔、すなわち計測値の
計測時の時間間隔で割ることで、その異なる２つの診断時の間における平均的な成長度合
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いを示すものである。本実施形態の場合、通常、胎児の成長を把握する時間の指標が週数
であるため、成長速度の単位は「ｍｍ／週」となる。
【００５２】
　この成長速度算出要否（Ｓ１０３）のステップで、「ＹＥＳ」を選択した場合には、デ
ータ処理部４の速度算出部１２で計測値から成長速度が算出（Ｓ１０４）される。「ＮＯ
」が選択された場合には、その測定対象の部位についての診断が終了し、適宜次の部位に
対する診断に移行する。
【００５３】
　成長速度算出（Ｓ１０４）の後、速度算出部１２で算出された成長速度は、成長速度表
示（Ｓ１０５）で、モニタ部８に表示される。このとき、本実施形態では、表示画像の例
を示す図３に表すように、成長速度についても、計測値における成長曲線に相当するよう
な成長速度の基準線２４とともに表示している。この成長速度の基準線２４は、統計値保
持部５に記憶されていた、妊娠週数とその週数における統計的標準値のデータから、診断
対象の胎児と同じ診断時点での統計的平均値のデータを読み出し、速度算出部１２が成長
速度を算出して求めたものである。
【００５４】
　図３に示す表示画像の例では、診断対象の胎児の計測値から求めた成長速度の計算結果
を「□」で表していて、妊娠週数２０週での計測値２５と２５週での計測値２６とから求
められた、２０週から２５週の５週間における成長速度２８と、２５週での計測値２６と
３０週での計測値２７から求められた、２５週から３０週の５週間における成長速度２９
が示されている。
【００５５】
　なお、図３では、ＢＰＤについて、成長曲線のグラフ上にプロットした計測値のデータ
と、成長速度の標準値のグラフと重ねて表示した成長速度のデータとを、同じ妊娠週数の
データをそれぞれ対応させて一つのグラフ上に表している。しかし、本実施形態にかかる
超音波診断装置の実施形態における計測結果の表示方法は、この形式に制限されるわけで
はなく、例えば、成長速度を表すグラフを、計測値を成長曲線上に表したグラフと別のウ
ィンドウとしてモニタ部８上に表示するようにしてもよい。
【００５６】
　次に、算出された成長速度のデータを、今後の診断時の参照とするために記録しておく
か否かを、記録要否（Ｓ１０６）で判断する。
【００５７】
　記録する場合には、成長速度記録（Ｓ１０７）のステップにおいて、成長速度のデータ
を計測値保持部６に記録する。
【００５８】
　このようにして、本実施形態にかかる超音波診断装置での成長速度を用いた診断が完了
する。
【００５９】
　本実施形態にかかる超音波診断装置では、胎児の発育診断において成長速度を用いるこ
とで、計測値を成長曲線と比較しているだけでは判別できない発育状況の変化が把握でき
る。
【００６０】
　例えば、図３に示すように、計測値のみで把握する場合には、２０週の計測値２５に比
べて２５週の計測値２６は統計的平均値２１へ近づいているため、この間の発育が良好で
あったと把握されがちだが、計測値２５および計測値２６から算出された成長速度２８を
みると、成長速度としては統計的平均値を越えてしまっていることが理解できる。また、
例えば、３０週における計測値２７は２５週における計測値２６よりも、統計的平均値か
ら離れているが、これら２つの計測値２６，２７から算出された成長速度２９はそれ以前
の成長速度２８よりも、成長速度としては統計的平均値である標準値に近くなっているこ
とがわかる。
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【００６１】
　このように、本実施形態にかかる超音波診断装置によれば、胎児の発育診断において成
長速度を用いることで、計測値だけからは分かりにくかった急激な成長や成長の停滞など
が即座に診断できるというメリットが生じる。
【００６２】
　なお、計測値と成長速度との表示方法としては、図３に示したように、それぞれの診断
時点での統計的平均値との比較に限らない。例えば、図４に示したような、測定対象の計
測値について、統計的平均値に対する偏差を偏差グラフとして表示することもできる。
【００６３】
　図４に示す偏差グラフを表示させる場合は、本実施形態の超音波診断装置では、データ
処理部４が偏差算出部１３を有する構成とする。そして、各診断時点における測定対象の
計測値２５，２６，２７について、その診断時点の妊娠週数での統計的平均値に対する偏
差（２５ａ、２６ａ、２７ａ）を偏差算出部１３で求める。また、同様に、２つの診断時
における計測値２５と２６，および、計測値２６と２７とから算出された成長速度２８，
２９について、同じ妊娠週数における計測値の統計的平均値から成長速度の標準値を算出
し、成長速度の成長速度標準値に対する偏差（２８ａ、２９ａ）を、偏差算出部１３で求
める。このようにして、計測値と成長速度の偏差の値を得て、表示処理部７がモニタ部８
の表示画面上に、図４に示すような一つの偏差グラフとして表示する。
【００６４】
　このように、偏差算出部１３で偏差を求めることで、計測値と成長速度といった、デー
タの絶対値や単位が異なるために、得られた値そのままでは一括して比較表示できないデ
ータについて、平均値との差をわかりやすく表示することができる。その結果、それぞれ
の値に基づいた、総合的な発育診断を行うことが視覚的に容易になる。なお、図３に示し
た計測値と成長速度との値を示すグラフと、偏差を示す図４に表したグラフとを、妊娠週
数の位置をそろえて、一つのグラフとして表示することも可能である。
【００６５】
　また、上記したように、偏差を示すグラフで計測結果を表示する場合には、それぞれの
データの大きさに影響されずに平均値との差異を示せることから、本実施例に示したよう
な、一つの部位に対する計測結果の計測値と成長速度とを示す場合に限らず、例えば頭臀
長（ＣＲＬ）と頭部大横径（ＢＰＤ）など、異なる部位に対する計測結果を同時に表すこ
ともできる。ただし、この場合には、一つのグラフ上に表示されるデータのプロット点が
多数に上ることから、測定対象である計測部位ごとにプロット表示記号を変えるか、表示
色を変えることで、それぞれのデータを区別するとわかりやすい。また、見たい部位のデ
ータを指定することで、その部位のみハイライト表示したり、表示色を変えたり、点滅さ
せ、強調表示するようにしてもよい。
【００６６】
　なお、本実施形態では、図４を用いて、偏差算出部１３で算出された偏差を、そのまま
グラフ化した偏差グラフとしてモニタ部８で表示することを説明したが、これに限らず、
偏差をパーセンタイルで表示するようにしてもよい。また、図３の成長曲線においても、
標準の範囲を示すグラフとして、平均値±１．５ＳＤのものを示す例を説明したが、これ
に変えて、例えば１０パーセンタイル、９０パーセンタイルのグラフを表示してもよい。
【００６７】
　また、上記本実施形態にかかる超音波診断装置の説明では、成長速度を診断間隔である
単位時間あたりの成長量として求める例を示したが、このとき、さらに前回の計測値に対
する成長率を計算して表示することで、統計値と比較するのではなく、診断対象であるそ
れぞれの胎児の発育状況をみることができる。このように、前回の計測結果に対する成長
率を把握することは、計測値のデータが統計的平均値から大きく離れている胎児の発育を
把握する上で、効果的である。
【００６８】
　（実施の形態２）
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　次に、本発明にかかる超音波診断装置の第２の実施の形態について、その操作を説明す
るフローチャートである図５と、モニタ部８に表示される画像の例を示す図６を用いて説
明する。
【００６９】
　なお、この第２の実施の形態にかかる超音波診断装置は、その構成自体は、データ処理
部４のような機能的な構成として把握できる部分も含めて、図１に示した第１の実施形態
にかかる超音波診断装置と同じである。このため、超音波診断装置の構成を示すブロック
図についての説明は省略する。本実施形態の超音波診断装置は、第１の実施形態にかかる
超音波診断装置と比較して、成長速度の算出をどの診断時期での計測値を対象とするのか
を、操作者が任意に選択することができる機能を有している点が異なっている。
【００７０】
　本発明の第２の実施形態にかかる超音波診断装置における操作を説明する。
【００７１】
　本実施形態の特徴部分の操作は、図５に示すように、まず、第１の実施形態で示したよ
うな、診断対象の胎児の計測値から算出された成長速度、もしくは、成長速度と計測値の
両方を、図３または図４に示したような方法で、モニタ部８に表示している状態からスタ
ートする。
【００７２】
　その後、操作者が操作部２を操作して、成長速度算出画面表示（Ｓ２０１）を行う。こ
のとき、モニタ部８に表示される成長速度算出画面の例を図６に示す。
【００７３】
　まず、操作者が算出したい部位を決めると、図６に「ＢＰＤ」の場合を例示するように
、測定部位が画面上に表示される。
【００７４】
　次に、操作者は、成長速度を求めたい期間を決めるが、計測値データを得た診断時点を
直接示す妊娠週数を指定するか、または、モニタ部８の表示画面上に現れている計測値そ
のものを指定するか、いずれかの指定方法を選択する（Ｓ２０２）。モニタ８の表示画面
上に現れている計測値から成長速度を求める期間を指定する方法では、例えば、診断対象
の胎児のデータにおいてその前後とは異なる、顕著な成長度合いの変化が生じた場合など
に、その視覚的に顕著な部分の成長速度を端的に把握する場合などに有効である。
【００７５】
　操作者が、妊娠「週数」を選択した場合は、図６に示した、成長速度算出画面において
、成長速度を求める期間を入力する画面部分である上段に「週数」と表示される。そして
、操作者に、成長速度を算出すべき期間を指定して入力させるために、「週数１」および
「週数２」と表示される。そして、操作者は、キーボードからの入力や、表示画面上でカ
ーソルを動かして指定する方法などを用いて、週数１を指定（Ｓ２０３）し、引き続き同
じ方法で週数２を指定（Ｓ２０４）する。
【００７６】
　一方、操作者が「計測値」を選択した場合は、図６の上段には計測値１および計測値２
と表示され、週数の選択の場合と同じように、キーボードやカーソルなどを用いて、「計
測値１」を選択（Ｓ２０５）し、引き続き同じ方法で「計測値２」を選択（Ｓ２０６）す
る。
【００７７】
　このようにして、成長速度を求めたい期間が決定されると、計測値保持部６から指定さ
れた診断時点での計測値データが取り出され、データ処理部４の成長速度算出部１２で成
長速度が算出（Ｓ２０７）される。
【００７８】
　そして、計算された成長速度がモニタ部８の表示画面に表示（Ｓ２０８）されるが、例
えば図６に示すように、指定された異なる２つの診断時点間の期間における計測値の差で
ある成長量、そして、成長速度算出部１２で算出された、この成長量を期間である週数で
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割った成長速度を表示する。さらに、同じ診断時点である妊娠週数における統計的平均値
データから算出された成長速度の標準値が表示され、さらには、偏差算出部１３で算出さ
れた、計測値から得られた成長速度の成長速度標準値に対する偏差が同時に表示される。
このようにすることで、単に成長速度のみを表示させる場合と比較して、成長速度の値を
より客観的に把握することができる。
【００７９】
　以上、本発明の第２の実施形態によれば、第１の実施形態で示したような連続する診断
時点間での成長速度を求める場合と比較して、操作者が必要とする任意の期間での成長速
度を容易に指定し、かつ、求めることができる。このため、超音波画像から得られた測定
対象の計測値の変化を、操作者の要求に臨機応変に応じて算出し、また、よりわかりやす
い形でモニタ部８に画像として表示することができる。
【００８０】
　また、算出された成長速度は、グラフ上に反映されるようにしてもよい。この場合にも
、他のデータと区別できるよう、ハイライト表示や表示色を変える、または点滅させるな
どして、グラフ上にプロットされることが好ましい。また、合わせて、成長速度を求めた
期間が分かるように、ハイライト表示や表示色を変える、または点滅させるなど、対象と
なっている期間を強調するような表示をすることが好ましい。
【００８１】
　また、第１の実施形態および第２の実施形態でもとめられた成長速度は、例えば統計的
平均値と比較して異常な値と判断された場合、その値を他のデータと区別できるよう、ハ
イライト表示や表示色を変える、または点滅させるなどして強調するような表示をするこ
とが好ましい。また、このような値が出た場合に、注意を促すような表現（文字、図形、
アイコン等）を表示させても良い。この場合、算出された値が異常かどうかを判断する基
準は任意に決めることができ、測定対象や部位などによって変えることができる。
【００８２】
　以上、本発明にかかる超音波診断装置として、第１の実施形態および第２の実施形態と
して、胎児の発育診断として、代表部位の計測に用いられるものを例示して説明してきた
が、本発明はこれに限られるものではない。例えば、胎児の発育状況の診断としても、代
表部位の計測のみではなく、測定対象として胎児のさまざま部位の大きさを計測してその
変化を成長速度として把握することができる。
【００８３】
　また、本発明にかかる超音波診断装置は、胎児の発育診断に限らず、例えば体内の各種
の腫瘍や特定組織の成長度合いを診断する装置として用いることができ、診断時点間にお
ける成長速度を容易に把握できることで、各種診断や、患者への状況説明などにおいてそ
の効率を向上させることができる。
【００８４】
　また、上記第２の実施形態として説明した、操作者がモニタ部に表示された画面に基づ
いて成長速度を算出する対象期間を任意に指定する方法は、胎児の発育診断はもとより人
体の部分に関する計測に限られるものではない。上記第２の実施形態にて説明した、超音
波診断装置の操作方法は、測定対象物の計測値の変化割合である変化速度を、各種の測定
対象物について求める場合に用いることができる。そして、その計測値の変化割合を算出
する計測時点の指定と、指定された計測時点間での変化速度をわかりやすく表示する表示
方法として、優れた効果を発揮するものである。
【００８５】
　なお、以上本発明の説明において、成長速度という用語を用いてきたが、この成長速度
は必ずしも測定対象の大きさが大きくなっていく場合に限られるものではない。いわゆる
マイナスの成長として、測定対象物の大きさが小さくなっていく場合にも、本発明の特徴
である、計測値から算出された成長速度を把握することが有効であることは明らかだから
である。
【産業上の利用可能性】
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　本発明にかかる超音波診断装置は、測定対象物の変化割合である成長速度を知ることが
可能となるので、産婦人科での胎児発育診断に適用される超音波診断装置をはじめとして
、各種測定に用いられる超音波診断装置として有用である。また、本発明の超音波診断計
測値表示方法は、人体の診断以外も含めた値幅広い分野の超音波診断装置を用いた測定に
用いられて有用である。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明の実施の形態１にかかる超音波診断装置の構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態１にかかる超音波診断装置の処理手順を示すフローチャート
【図３】本発明の実施の形態１にかかる超音波診断装置における、計測値と成長速度を、
成長曲線とともにグラフ化して表示する場合の表示画像の例を示す図
【図４】本発明の実施の形態１にかかる超音波診断装置における、計測値と成長速度との
偏差を、グラフ化して表示する場合の表示画像の例を示す図
【図５】本発明の実施の形態２にかかる超音波診断装置の処理手順を示すフローチャート
【図６】本発明の実施の形態２にかかる超音波診断装置において表示される、成長速度算
出画面表示の例を示す図
【図７】従来の超音波診断装置で表示される成長曲線の例を示す図
【図８】従来の超音波診断装置で表示される偏差グラフの例を示す図
【符号の説明】
【００８８】
　１　　超音波画像取得部
　２　　操作部
　３　　制御部
　４　　データ処理部
　５　　統計値保持部
　６　　計測値保持部
　７　　表示処理部
　８　　モニタ部
　９　　探触子
　１０　送受信回路部
　１１　計測部
　１２　速度算出部
　１３　偏差算出部
　２１　曲線（統計的平均値）
　２２　曲線（＋１．５ＳＤ）
　２３　曲線（－１．５ＳＤ）
　２４　成長速度の基準線
　２５、２６、２７　計測値（計測結果）
　２５ａ、２６ａ、２７ａ　計測値の偏差
　２８、２９　成長速度
　２８ａ、２９ａ　成長速度の偏差
　１００　超音波診断装置
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